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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンリンク・スケジューリング・データの送信方法であって、
　コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・スケジューリング
・データを受信するステップと、
　前記端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御（MAC）層
データパケットを受信するステップと、
　前記最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を前記端
末に送信し、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーを始動させるステップであって
、前記RDRタイマーは、前記端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決
定するように構成される、ステップと、
　前記端末が第2の間欠受信（DRX）監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを決定し、前記第2のDRX監視サイクルに対応する第2の送
信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末に送信する
ステップであって、前記第2の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位であ
る、ステップと、
　前記端末が第1の間欠受信（DRX）監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを決定し、前記第1のDRX監視サイクルに対応する第1の送
信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末に送信する
ステップであって、前記第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である
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、ステップと、を含み、
　前記端末が第2のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップは、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつ前記
RDRタイマーが満了していないと決定された場合に、前記端末が前記第2のDRX監視サイク
ルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステ
ップ
　を含み、
　前記端末が第1のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップは、
　前記RDRタイマーが満了したと決定された場合に、前記端末が前記第1のDRX監視サイク
ルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステ
ップ
　を含む、
　方法。
【請求項２】
　前記端末が第1のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップは、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる前記第1のDRX監視サイクルに
従って、前記端末が前記第1のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリ
ング・データを監視することを決定するステップ、または、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがページングメッセージであると決定さ
れた場合に、前記第1のDRX監視サイクルを用いて前記端末が前記ダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視することを決定するステップ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　第1の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末
に送信する前記ステップの前に、前記方法は、
　前記第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記
端末に送信するステップ、または、基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクル
をブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記端末に送信するステップ、お
よび／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、前記基地局によってサポート
された前記第1のDRX監視サイクルを前記コアネットワークデバイスに送信するステップ
　をさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　第1の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末
に送信する前記ステップの前に、前記方法は、
　初期送信時点を決定するステップと、
　前記初期送信時点に従ってDRX送信時点を決定するステップであって、前記DRX送信時点
は、前記初期送信時点からN個の第1の送信サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の
正の整数である、ステップと、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記DRX送信時点において送信するス
テップと、
　をさらに含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　初期送信時点を決定する前記ステップは、
　前記端末の識別子および前記第1の送信サイクルに従って前記初期送信時点を決定する
ステップ、または、
　前記初期送信時点としてRDRタイマーの終了時点を使用するステップであって、RDRタイ
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マーは、前記端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構
成される、ステップ
　を含む、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末が第2のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップは、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる前記第2のDRX監視サイクルに
従って、前記端末が前記第2のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリ
ング・データを監視することを決定するステップ、または、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであると決定され
た場合に、前記第2のDRX監視サイクルを用いて前記端末が前記ダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを決定するステップ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　第2の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末
に送信する前記ステップの前に、前記方法は、
　前記第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記
端末に送信するステップ、または、基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクル
をブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記端末に送信するステップ、お
よび／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、前記基地局によってサポート
された前記第2のDRX監視サイクルを前記コアネットワークデバイスに送信するステップ
　をさらに含む、請求項1または6に記載の方法。
【請求項８】
　第1の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末
に送信する前記ステップの前に、前記方法は、
　前記端末が第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することが決定された場合に、第3の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・
スケジューリング・データを前記端末に送信するステップをさらに含み、
　前記第3の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒の範囲から秒の範囲である、
　請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記端末が第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップの前に、前記方法は、
　前記端末によって送信された最後のアップリンクMAC層データパケットを受信するステ
ップと、
　前記最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を前記端
末に送信し、RDRタイマーを始動させるステップであって、前記RDRタイマーは、前記端末
が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される、ステッ
プと、をさらに含み、
　前記端末が第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップは、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつ前記
RDRタイマーが満了していると決定された場合に、前記端末が前記第3のDRX監視サイクル
を用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステッ
プ
　を含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記端末が第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する前記ステップの前に、前記方法は、
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　前記第3のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記
端末に送信するステップ、および／または、
　前記第3のDRX監視サイクルを論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で前
記コアネットワークデバイスに送信するステップ
　をさらに含む、請求項8または9に記載の方法。
【請求項１１】
　基地局であって、
　コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・スケジューリング
・データを受信し、かつ前記端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・ア
クセス制御（MAC）層データパケットを受信するように構成された受信部と、
　前記端末が第1または第2の間欠受信（DRX）監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・
スケジューリング・データを監視することを決定する決定部と、
　前記最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を前記端
末に送信し、前記端末が前記第1のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視することを前記決定部が決定した場合に、前記第1のDRX監視サイ
クルに対応する第1の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを前記端末に送信し、前記第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位で
あり、かつ前記端末が前記第2のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを前記決定部が決定した場合に、前記第2のDRX監視サイク
ルに対応する第2の送信サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データ
を前記端末に送信し、前記第2の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位で
ある、ように構成された送信部と、
　前記送信部が前記最後のアップリンクMAC層データパケットに対する前記正フィードバ
ック情報を前記端末に送信する場合に、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーを始
動させるように構成された始動部とを含み、前記RDRタイマーは、前記端末が接続状態か
ら長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　前記決定部は、前記ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータで
あり、かつ前記RDRタイマーが満了していないと決定された場合に、前記端末が前記第2の
DRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを監視すること
を決定し、前記RDRタイマーが満了したと決定された場合に、前記端末が前記第1のDRX監
視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定
するように構成される、
　基地局。
【請求項１２】
　前記決定部は、前記ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる前記第1のDRX
監視サイクルに従って、前記端末が前記第1のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク
・スケジューリング・データを監視することを決定するように構成され、または、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがページングメッセージであると決定さ
れた場合に、前記第1のDRX監視サイクルを用いて前記端末が前記ダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視することを決定するように構成される、請求項11に記載の基地局
。
【請求項１３】
　前記送信部は、前記第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリ
ング方式で前記端末に送信し、または、前記基地局によってサポートされた第1のDRX監視
サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記端末に送信し、およ
び／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、前記基地局によってサポート
された前記第1のDRX監視サイクルを前記コアネットワークデバイスに送信するようにさら
に構成される、請求項11または12に記載の基地局。
【請求項１４】
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　前記決定部は、初期送信時点を決定し、前記初期送信時点に従ってDRX送信時点を決定
するようにさらに構成され、前記DRX送信時点は、前記初期送信時点からN個の第1の送信
サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の正の整数であり、
　前記送信部は、前記DRX送信時点において前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを送信するように構成される、請求項11から13のいずれか一項に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記決定部が初期送信時点を決定することは、
　前記端末の識別子と前記第1の送信サイクルとに従って前記初期送信時点を決定するこ
と、または、
　前記初期送信時点としてRDRタイマーの終了時点を使用することであり、RDRタイマーは
、前記端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され
る、請求項14に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記端末が第2のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを前記決定部が決定することは、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる前記第2のDRX監視サイクルに
従って、前記端末が前記第2のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリ
ング・データを監視することを決定すること、または、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであると決定され
た場合に、前記第2のDRX監視サイクルを用いて前記端末が前記ダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを決定することである、請求項11に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記送信部は、前記第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリ
ング方式で前記端末に送信し、または、前記基地局によってサポートされた第2のDRX監視
サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で前記端末に送信し、およ
び／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、前記基地局によってサポート
された前記第2のDRX監視サイクルを前記コアネットワークデバイスに送信するようにさら
に構成される、請求項11または16に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記決定部は、前記端末が第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視することを決定するようにさらに構成され、
　前記送信部は、前記端末が前記第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケ
ジューリング・データを監視することを前記決定部が決定した場合に、第3の送信サイク
ルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを前記端末に送信するようにさ
らに構成され、
　前記第3の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒の範囲から秒の範囲である、請求項11に
記載の基地局。
【請求項１９】
　前記受信部は、前記端末によって送信された最後のアップリンクMAC層データパケット
を受信するようにさらに構成され、
　前記送信部は、前記最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバッ
ク情報を前記端末に送信するようにさらに構成され、
　前記基地局は、前記送信部が前記最後のアップリンクMAC層データパケットに対する前
記正フィードバック情報を前記端末に送信する場合に、RDRタイマーを始動させるように
構成された始動部をさらに含み、前記RDRタイマーは、前記端末が接続状態から長いスリ
ープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　前記端末が第3のDRX監視サイクルを用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを前記決定部が決定することは、
　前記ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつ前記
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RDRタイマーが満了していると決定した場合に、前記端末が前記第3のDRX監視サイクルを
用いて前記ダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定することであ
る、請求項18に記載の基地局。
【請求項２０】
　前記送信部は、前記第3のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリ
ング方式で前記端末に送信し、および／または、
　前記第3のDRX監視サイクルを論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で前
記コアネットワークデバイスに送信するようにさらに構成される、請求項18または19に記
載の基地局。
【請求項２１】
　コンピュータによって実行された時、前記コンピュータに請求項1から10のいずれか一
項に記載の方法を実行させる命令を含む、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２２】
　コンピュータに請求項1から10のいずれか一項に記載の方法を実行させるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2015年5月19日に中国特許庁に出願された「DOWNLINK SCHEDULING DATA MONI
TORING METHOD, DOWNLINK SCHEDULING DATA SENDING METHOD, AND APPARATUS」という名
称の中国特許出願第201510257300.2号の優先権を主張し、上記出願は参照によりその全体
が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、ダウンリンク・スケジューリング・データの
監視方法、ダウンリンク・スケジューリング・データの送信方法、および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　通信技術の発展に伴い、マシン対マシン（M2M）通信システムが登場している。図1に示
すように、M2M通信システムは、デバイス間のインテリジェントな対話に焦点を当てたネ
ットワークベースのシステムアーキテクチャである。M2M技術は、システム、遠隔装置お
よび／または個人間のリアルタイムデータ伝送の手段を提供し、無線通信モジュールは、
M2M通信システムの装置内に構築され、監視、命令およびディスパッチ、データ収集、お
よびデバイスでの測定を行うなどの機能を実現する。
【０００４】
　現在、M2M通信システムは、スマートメータリング、環境監視、遠隔監視などの多くの
シナリオに広く適用されている。例えば、スマートメータリングのシナリオでは、M2M通
信システム内のデバイスは、水、電気、およびガスの使用を定期的に監視および報告する
必要がある。ユーザーが料金を払っていない場合には、デバイスがエネルギー供給を遠隔
から遮断し、住宅のテナントが変更された後に契約情報を更新することができる。
【０００５】
　実行中のプロセスでは、M2M通信システム内のデバイスは、ダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視する必要があり、M2M通信システム内のデバイスは、バッテリによ
って電力供給される。デバイスが常にダウンリンク・スケジューリング・データを監視し
ている状態にある場合には、デバイスの電力消費は比較的大きく、あるいは、ダウンリン
ク・スケジューリング・データを常に監視していない状態であれば、タイムリーにダウン
リンク・スケジューリング・データを受信することができない。ダウンリンク・スケジュ
ーリング・データの監視の間、デバイスの電力消費を考慮することなく、ダウンリンク・
スケジューリング・データのタイムリーな受信のみを考慮することは明らかに不適切であ
る。同様に、ダウンリンク・スケジューリング・データのタイムリーな受信を考慮せずに
デバイスの電力消費のみを考慮することも明らかに不適切である。
【０００６】
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　したがって、デバイスの省電力とダウンリンク・スケジューリング・データのタイムリ
ーな受信との間の関係を、どのようにしてより良くバランスさせるかが、M2M通信システ
ムで解決する必要がある緊急の課題である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、ダウンリンク・スケジューリング・データの監視方法、ダウンリ
ンク・スケジューリング・データの送信方法および装置を提供し、デバイスによるダウン
リンク・スケジューリング・データのタイムリーな受信に影響を与えずにM2M通信システ
ムにおけるデバイスの消費電力を低減し、デバイスの省電力とダウンリンク・スケジュー
リング・データのタイムリーな受信との間の関係を良好にバランスさせることができる。
【０００８】
　第1の態様によれば、ダウンリンク・スケジューリング・データの監視方法が提供され
、本方法は、
　タイマーを始動させるステップと、
　タイマーが満了したと決定された後に、第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いて、基地
局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップと、
を含み、
　第1のDRX監視サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【０００９】
　第1の態様を参照して、第1の可能な実施態様では、第1のDRX監視サイクルを用いて、基
地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップは
、
　アイドル状態のスケジューリング識別子または接続状態のスケジューリング識別子に従
って第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視するステップ
　を含む。
【００１０】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施態様を参照して、第2の可能な実施態様で
は、第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視するステップの前に、方法は、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第1のDRX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用するステップ、または、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第1のDRX監視サイクルにおける最小DRX監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと
、端末によってサポートされた第1のDRX監視サイクルと、を第1のDRX監視サイクルとして
使用するステップ、または、
　端末によって報告された第1のDRX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用する
ステップ
　をさらに含む。
【００１１】
　第1の態様または第1の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第3の可能な実
施態様では、タイマーは、レディタイマー（Ready Timer）を含み、レディタイマーは、
端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【００１２】
　第1の態様の第3の可能な実施態様を参照して、第4の可能な実施態様では、タイマーは
、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーをさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続
状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
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　タイマーを始動させるステップは、
　レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるステップであって、レディタイマーの
始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早い、ステップを含み、
　タイマーが満了したことを決定するステップは、
　レディタイマーが満了したことを決定するステップ
　を含む。
【００１３】
　第1の態様または第1の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第5の可能な実
施態様では、タイマーは、RDRタイマーを含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長い
スリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視するステップの前に、方法は、
　初期監視時点を決定するステップと、
　初期監視時点に従ってDRX監視時点を決定するステップであって、DRX監視時点は、初期
監視時点からN個の第1のDRX監視サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の正の整数
である、ステップと、をさらに含み、
　第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視するステップは、
　DRX監視時点において、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・
データを監視するステップ
　を含む。
【００１４】
　第1の態様の第5の可能な実施態様を参照して、第6の可能な実施態様では、初期監視時
点を決定するステップは、
　端末の識別子および第1のDRX監視サイクルに従って初期監視時点を決定するステップ、
または、
　初期監視時点としてDRDタイマーの終了時点を使用するステップ
　を含む。
【００１５】
　第1の態様または第1の態様の第1から第6の可能な実施態様を参照して、第7の可能な実
施態様では、タイマーを始動させるステップの後に、方法は、
　タイマーが満了していないと決定された場合には、第2のDRX監視サイクルを用いて、基
地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを
さらに含み、
　第2のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【００１６】
　第1の態様の第7の可能な実施態様を参照して、第8の可能な実施態様では、第2のDRX監
視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視するステップの前に、方法は、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第2のDRX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用するステップ、または、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第2のDRX監視サイクルにおける最小DRX監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと
、端末によってサポートされた第2のDRX監視サイクルと、を第2のDRX監視サイクルとして
使用するステップ、または
　端末によって報告された第2のDRX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用する
ステップ
　をさらに含む。
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【００１７】
　第1の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第9の可能な実施態様では、タ
イマーは、レディタイマーを含み、レディタイマーは、端末がレディ状態からスタンバイ
状態に切り替わることを決定するように構成され、
　第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視するステップは、
　アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて、基地
局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップ
　を含む。
【００１８】
　第1の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第10の可能な実施態様では、
タイマーは、RDRタイマーを含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態
に切り替わることを決定するように構成され、
　第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視するステップは、
　接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局に
よって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを含む。
【００１９】
　第1の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第11の可能な実施態様では、
タイマーは、レディタイマーおよびRDRタイマーを含み、レディタイマーは、端末がレデ
ィ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成され、RDRタイマーは
、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　タイマーを始動させるステップは、
　レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるステップであって、レディタイマーの
始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早い、ステップを含み、
　タイマーが満了していないことを決定するステップは、
　レディタイマーが満了していないことを決定するステップ
　を含む。
【００２０】
　第1の態様の第11の可能な実施態様を参照して、第12の可能な実施態様では、タイマー
が満了していないことを決定するステップの後に、かつ、第2のDRX監視サイクルを用いて
、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステッ
プの前に、方法は、
　RDRタイマーが満了していないことを決定するステップをさらに含み、
　第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視するステップは、
　接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局に
よって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップ
　を含む。
【００２１】
　第1の態様の第11の可能な実施態様を参照して、第13の可能な実施態様では、タイマー
が満了していないことを決定するステップの後に、方法は、
　RDRタイマーが満了したことを決定するステップと、
　アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第3のDRX監視サイクルを用いて、基地
局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップと、
をさらに含み、
　第3のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【００２２】
　第1の態様の第13の可能な実施態様を参照して、第14の可能な実施態様では、第3のDRX
監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・デ
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ータを監視するステップの前に、方法は、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第3のDRX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルとして使用するステップ、または、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第3のDRX監視サイクルにおける最大DRXサイクルまたは最小DRXサイクルと、端末に
よってサポートされた第3のDRX監視サイクルと、を第3のDRX監視サイクルとして使用する
ステップ、または、
　端末によって報告された第3のDRX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルとして使用する
ステップ
　をさらに含む。
【００２３】
　第1の態様の第3から第14の可能な実施態様を参照して、第15の可能な実施態様では、タ
イマーを始動させるステップは、レディタイマーおよび／またはRDRタイマーを始動させ
るステップであって、レディタイマーは、端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替
わることを決定するように構成される、ステップを含み、RDRタイマーは、端末が接続状
態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【００２４】
　第1の態様の第15の可能な実施態様を参照して、第16の可能な実施態様では、レディタ
イマーを始動させるステップは、
　最後のアップリンク論理リンク制御LLCデータパケットが送信された場合にレディタイ
マーを始動させるステップを含み、
　RDRタイマーを始動させるステップは、
　最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパケットに対する正フィー
ドバック情報が受信された場合にRDRタイマーを始動させるステップ
　を含む。
【００２５】
　第2の態様によれば、ダウンリンク・スケジューリング・データの送信方法が提供され
、本方法は、
　コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・スケジューリング
・データを受信するステップと、
　端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することが決定された場合に、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データを端末に送信するステップと、を含み、
　第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【００２６】
　第2の態様を参照して、第1の可能な実施態様では、端末が第1のDRX監視サイクルを用い
てダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる第1のDRX監視サイクルに従って、
端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定するステップ、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがページングメッセージであると決定された
場合に、第1のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データ
を監視することを決定するステップ
　を含む。
【００２７】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様を参照して、第2の可能な実施態様で
は、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信
するステップの前に、方法は、
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　端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパ
ケットを受信するステップと、
　最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を端末に送信
し、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーを始動させるステップであって、RDRタイ
マーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成さ
れる、ステップと、をさらに含み、
　端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定するステップは、
　RDRタイマーが満了したと決定された場合に、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダ
ウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップ
　を含む。
【００２８】
　第2の態様または第2の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第3の可能な実
施態様では、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端
末に送信するステップの前に、方法は、
　第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信するステップ、または、
　基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専
用シグナリング方式で端末に送信するステップ、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第1のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するステップ
　をさらに含む。
【００２９】
　第2の態様の第3の可能な実施態様を参照して、第4の可能な実施態様では、第1の送信サ
イクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信するステップの前
に、方法は、
　初期送信時点を決定するステップと、
　初期送信時点に従ってDRX送信時点を決定するステップであって、DRX送信時点は、初期
送信時点からN個の第1の送信サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の正の整数であ
る、ステップと、
　ダウンリンク・スケジューリング・データをDRX送信時点において送信するステップと
、
　を含む。
【００３０】
　第2の態様または第2の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第5の可能な実
施態様では、初期送信時点を決定するステップは、
　端末の識別子および第1の送信サイクルに従って初期送信時点を決定するステップ、ま
たは、
　初期送信時点としてDRDタイマーの終了時点を使用するステップであって、RDRタイマー
は、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される
ステップ
　を含む。
【００３１】
　第2の態様の第5の可能な実施態様を参照して、第6の可能な実施態様では、端末が第1の
DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決
定するステップの前に、方法は、
　端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定し、第2の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを端末に送信するステップをさらに含み、
　第2の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
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【００３２】
　第2の態様または第2の態様の第1から第6の可能な実施態様を参照して、第7の可能な実
施態様では、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デ
ータを監視することを決定するステップは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる第2のDRX監視サイクルに従って、
端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定するステップ、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであると決定された場
合に、第2のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データを
監視することを決定するステップを含む。
【００３３】
　第2の態様の第7の可能な実施態様を参照して、第8の可能な実施態様では、第2の送信サ
イクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信するステップの前
に、方法は、
　端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパ
ケットを受信するステップと、
　最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を端末に送信
し、RDRタイマーを始動させるステップであって、RDRタイマーは、端末が接続状態から長
いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される、ステップと、をさらに含
み、
　端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定するステップは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していないと決定された場合に、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウン
リンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップ
　を含む。
【００３４】
　第2の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第9の可能な実施態様では、第
2の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信するス
テップの前に、方法は、
　第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信するステップ、または、
　基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専
用シグナリング方式で端末に送信するステップ、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第2のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するステップをさらに含む。
【００３５】
　第2の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第10の可能な実施態様では、
第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信する
ステップの前に、方法は、
　端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することが決定された場合に、第3の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリ
ング・データを端末に送信するステップをさらに含み、
　第3の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒の範囲から秒の範囲である。
【００３６】
　第2の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第11の可能な実施態様では、
端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定するステップの前に、方法は、
　端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパ
ケットを受信するステップと、
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　最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を端末に送信
し、RDRタイマーを始動させるステップであって、RDRタイマーは、端末が接続状態から長
いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される、ステップと、をさらに含
み、
　端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定するステップは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していると決定された場合に、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリ
ンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップ
　を含む。
【００３７】
　第2の態様の第11の可能な実施態様を参照して、第12の可能な実施態様では、端末が第3
のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを
決定するステップの前に、方法は、
　第3のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信するステップ、および／または、
　第3のDRX監視サイクルを論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態でコアネ
ットワークデバイスに送信するステップをさらに含む。
【００３８】
　第3の態様によれば、端末が提供され、端末は、
　タイマーを始動させるように構成された始動部と、
　タイマーが満了したことを決定するように構成された決定部と、
　タイマーが満了したことを決定部が決定した後に、第1の間欠受信DRX監視サイクルを用
いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するよ
うに構成された監視部と、を含み、
　第1のDRX監視サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【００３９】
　第3の態様を参照して、第1の可能な実施態様では、監視部は、
　アイドル状態のスケジューリング識別子または接続状態のスケジューリング識別子に従
って第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視するように構成される。
【００４０】
　第3の態様または第3の態様の第1の可能な実施態様を参照して、第2の可能な実施態様で
は、端末は受信部をさらに含み、受信部は、ブロードキャスト方式または専用シグナリン
グ方式で基地局によって送信され、かつ基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイ
クルを受信するように構成され、決定部は、基地局によってサポートされた第1のDRX監視
サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　受信部は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信さ
れ、かつ基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルを受信するように構成され
、決定部は、基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルにおける最小DRX監視
サイクルまたは最大DRX監視サイクルと、端末によってサポートされた第1のDRX監視サイ
クルを第1のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　決定部は、端末によって報告された第1のDRX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルとし
て使用するようにさらに構成される。
【００４１】
　第3の態様または第3の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第3の可能な実
施態様では、タイマーは、レディタイマー（Ready Timer）を含み、レディタイマーは、
端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【００４２】
　第3の態様の第3の可能な実施態様を参照して、第4の可能な実施態様では、タイマーは
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、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーをさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続
状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　始動部は、レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるように構成され、レディタ
イマーの始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早く、
　決定部はレディタイマーが満了したことを決定するように構成される。
【００４３】
　第3の態様または第3の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第5の可能な実
施態様では、タイマーは、RDRタイマーを含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長い
スリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　決定部は、初期監視時点を決定し、
　初期監視時点に従ってDRX監視時点を決定するようにさらに構成され、DRX監視時点は、
初期監視時点からN個の第1のDRX監視サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の正の
整数であり、
　監視部は、DRX監視時点において、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視するように構成される。
【００４４】
　第3の態様の第5の可能な実施態様を参照して、第6の可能な実施態様では、決定部が初
期監視時点を決定することは、
　端末の識別子および第1のDRX監視サイクルに従って初期監視時点を決定すること、また
は、
　初期監視時点としてDRDタイマーの終了時点を使用することである。
【００４５】
　第3の態様または第3の態様の第1から第6の可能な実施態様を参照して、第7の可能な実
施態様では、決定部は、タイマーが満了していないことを決定するようにさらに構成され
、
　監視部は、タイマーが満了していないと決定部が決定した場合には、第2のDRX監視サイ
クルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監
視するようにさらに構成され、
　第2のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【００４６】
　第3の態様の第7の可能な実施態様を参照して、第8の可能な実施態様では、端末は受信
部をさらに含み、受信部は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局
によって送信され、かつ基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信する
ように構成され、決定部は、基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを第2
のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　受信部は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信さ
れ、かつ基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信するようにさらに構
成され、決定部は、基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルにおける最小DR
X監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと、端末によってサポートされた第2のDRX監視
サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　決定部は、端末によって報告された第2のDRX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとし
て使用するようにさらに構成される。
【００４７】
　第3の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第9の可能な実施態様では、タ
イマーは、レディタイマーを含み、レディタイマーは、端末がレディ状態からスタンバイ
状態に切り替わることを決定するように構成され、
　監視部は、アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用
いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するよ
うに構成される。
【００４８】
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　第3の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第10の可能な実施態様では、
タイマーは、RDRタイマーを含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態
に切り替わることを決定するように構成され、
　監視部は、接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて
、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するように
構成される。
【００４９】
　第3の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第11の可能な実施態様では、
タイマーは、レディタイマーおよびRDRタイマーを含み、レディタイマーは、端末がレデ
ィ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成され、RDRタイマーは
、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　始動部は、レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるように構成され、レディタ
イマーの始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早く、
　タイマーが満了していないことを決定部が決定することは、
　レディタイマーが満了していないことを決定することである。
【００５０】
　第3の態様の第11の可能な実施態様を参照して、第12の可能な実施態様では、決定部は
、RDRタイマーが満了していないことを決定するようにさらに構成され、
　監視部は、接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて
、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するように
構成される。
【００５１】
　第3の態様の第11の可能な実施態様を参照して、第13の可能な実施態様では、決定部は
、RDRタイマーが満了したことを決定するようにさらに構成され、
　監視部は、アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第3のDRX監視サイクルを用
いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するよ
うにさらに構成され、
　第3のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【００５２】
　第3の態様の第13の可能な実施態様を参照して、第14の可能な実施態様では、端末は受
信部をさらに含み、受信部は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地
局によって送信され、かつ基地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信す
るように構成され、決定部は、基地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを第
3のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　受信部は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信さ
れ、かつ基地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信するようにさらに構
成され、決定部は、基地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルにおける最大DR
Xサイクルまたは最小DRXサイクルと、端末によってサポートされた第3のDRX監視サイクル
と、を第3のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　決定部は、端末によって報告された第3のDRX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルとし
て使用するようにさらに構成される。
【００５３】
　第3の態様の第3から第14の可能な実施態様を参照して、第15の可能な実施態様では、始
動部は、レディタイマーおよび／またはRDRタイマーを始動させるように構成され、レデ
ィタイマーは、端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように
構成され、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決
定するように構成される。
【００５４】
　第3の態様の第15の可能な実施態様を参照して、第16の可能な実施態様では、始動部が
レディタイマーを始動させることは、
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　最後のアップリンク論理リンク制御LLCデータパケットが送信された場合にレディタイ
マーを始動させることであり、
　始動部がRDRタイマーを始動させることは、
　最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパケットに対する正フィー
ドバック情報が受信された場合にRDRタイマーを始動させることである。
【００５５】
　第4の態様によれば、基地局が提供され、基地局は、
　コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・スケジューリング
・データを受信するように構成された受信部と、
　端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定する決定部と、
　端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定部が決定した場合に、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク
・スケジューリング・データを端末に送信するように構成された送信部と、を含み、
　第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【００５６】
　第4の態様を参照して、第1の可能な実施態様では、決定部は、ダウンリンク・スケジュ
ーリング・データで運ばれる第1のDRX監視サイクルに従って、端末が第1のDRX監視サイク
ルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するように構
成され、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがページングメッセージであると決定された
場合に、第1のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データ
を監視することを決定するように構成される。
【００５７】
　第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様を参照して、第2の可能な実施態様で
は、受信部は、端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MA
C層データパケットを受信するようにさらに構成され、
　送信部は、最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を
端末に送信するようにさらに構成され、
　基地局は、送信部が最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバッ
ク情報を端末に送信する場合に、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーを始動させ
るように構成された始動部をさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリ
ープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　決定部は、RDRタイマーが満了したと決定した場合に、端末が第1のDRX監視サイクルを
用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するように構成さ
れる。
【００５８】
　第4の態様または第4の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第3の可能な実
施態様では、送信部は、第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナ
リング方式で端末に送信し、または、
　基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専
用シグナリング方式で端末に送信し、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第1のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するようにさらに構成される
。
【００５９】
　第4の態様の第3の可能な実施態様を参照して、第4の可能な実施態様では、決定部は、
初期送信時点を決定し、初期送信時点に従ってDRX送信時点を決定するようにさらに構成
され、DRX送信時点は、初期送信時点からN個の第1の送信サイクルの距離にある時点であ
り、Nは0以上の正の整数であり、
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　送信部は、DRX送信時点においてダウンリンク・スケジューリング・データを送信する
ように構成される。
【００６０】
　第4の態様または第4の態様の第1から第2の可能な実施態様を参照して、第5の可能な実
施態様では、決定部が初期送信時点を決定することは、
　端末の識別子と第1の送信サイクルとに従って初期送信時点を決定すること、または、
　初期送信時点としてDRDタイマーの終了時点を使用することであり、RDRタイマーは、端
末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【００６１】
　第4の態様の第5の可能な実施態様を参照して、第6の可能な実施態様では、決定部は、
端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定するようにさらに構成され、
　送信部は、第2の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端
末に送信するようにさらに構成され、
　第2の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【００６２】
　第4の態様または第4の態様の第1から第6の可能な実施態様を参照して、第7の可能な実
施態様では、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デ
ータを監視することを決定部が決定することは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる第2のDRX監視サイクルに従って、
端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定すること、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであると決定された場
合に、第2のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データを
監視することを決定することである。
【００６３】
　第4の態様の第7の可能な実施態様を参照して、第8の可能な実施態様では、受信部は、
端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパケ
ットを受信するようにさらに構成され、
　送信部は、最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を
端末に送信するようにさらに構成され、
　基地局は、送信部が最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバッ
ク情報を端末に送信する場合に、RDRタイマーを始動させるように構成された始動部をさ
らに含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決
定するように構成され、
　端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定部が決定することは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していないと決定された場合に、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウン
リンク・スケジューリング・データを監視することを決定することである。
【００６４】
　第4の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第9の可能な実施態様では、送
信部は、第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端
末に送信し、または、
　基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専
用シグナリング方式で端末に送信し、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第2のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するようにさらに構成される
。
【００６５】
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　第4の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第10の可能な実施態様では、
決定部は、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視することを決定するようにさらに構成され、
　送信部は、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デ
ータを監視することを決定部が決定した場合に、第3の送信サイクルを用いてダウンリン
ク・スケジューリング・データを端末に送信するようにさらに構成され、
　第3の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒の範囲から秒の範囲である。
【００６６】
　第4の態様の第7または第8の可能な実施態様を参照して、第11の可能な実施態様では、
受信部は、端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層
データパケットを受信するようにさらに構成され、
　送信部は、最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を
端末に送信するようにさらに構成され、
　基地局は、送信部が最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバッ
ク情報を端末に送信する場合に、RDRタイマーを始動させるように構成された始動部をさ
らに含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決
定するように構成され、
　端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定部が決定することは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していると決定した場合に、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリン
ク・スケジューリング・データを監視することを決定することである。
【００６７】
　第4の態様の第11の可能な実施態様を参照して、第12の可能な実施態様では、送信部は
、第3のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信し、および／または、
　第3のDRX監視サイクルを論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態でコアネ
ットワークデバイスに送信するようにさらに構成される。
【００６８】
　従来技術では、タイマーが満了した場合でも、継続時間が秒単位またはミリ秒単位であ
るDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視され、した
がって、消費電力が比較的大きく、デバイスの省電力とダウンリンク・スケジューリング
・データのタイムリーな受信との間の関係をバランスすることができない。しかし、本発
明の実施形態では、タイマーが満了したと決定された後に、継続時間が分単位または時間
単位である第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監
視され、そのようにして、電力消費が低減されるだけでなく、ダウンリンク・スケジュー
リング・データも監視することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】従来技術におけるM2Mシステムの概略図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態におけるGbアーキテクチャの概略図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態におけるGbアーキテクチャの別の概略図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態におけるGbアーキテクチャの別の概略図である。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態におけるS1アーキテクチャの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態におけるダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
るフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態におけるダウンリンク・スケジューリング・データを送信す
るフローチャートである。
【図５Ａ】本発明の一実施形態における端末の概略構成図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態における端末の別の概略構成図である。
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【図６Ａ】本発明の一実施形態における基地局の概略構成図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態における基地局の別の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　本発明の実施形態の目的、技術的解決策、および利点をより明確にするために、以下、
本発明の実施形態における図面を参照して本発明の実施形態の技術的解決策について明確
に説明する。明らかに、記載された実施形態は、本発明の実施形態の一部であって、その
すべてではない。創造的努力なしに本発明の実施形態に基づいて当業者によって得られた
すべての他の実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれるものとする。
【００７１】
　本明細書に記載された技術は、様々な通信システム、例えば、現在の2Gおよび3G通信シ
ステム、ロングタームエボリューション（LET）通信システム、および次世代通信システ
ム、例えばグローバル移動通信システム（GSM(登録商標)）、符号分割多元接続（CDMA）
システム、時分割多元接続（TDMA）システム、広帯域符号分割（WCDMA(登録商標)）シス
テム、周波数分割多元接続（FDMA）システム、直交周波数分割多元接続（OFDMA）システ
ム、シングルキャリアFDMA（SC-FDMA）システム、汎用パケット無線サービス（GPRS）シ
ステム、および他のこのような通信システムに適用することができる。
【００７２】
　以下では、当業者がより良く理解できるように、本出願におけるアプリケーションアー
キテクチャを説明する。
【００７３】
　本発明は、Gbアーキテクチャに適用されてもよく、レディタイマーのみがGbアーキテク
チャで使用されてもよい。図2Aに示すように、レディタイマーのみを使用するシナリオで
は、レディタイマーが満了していない期間内では、第2のDRX（Discontinuous Reception
、間欠受信）監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視され
、レディタイマーが満了した後の期間内では、第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリン
ク・スケジューリング・データが監視される。さらに、RDRタイマーが使用されてもよい
。図2Bに示すように、レディタイマーもRDRタイマーも満了していない期間内では、第2の
DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視され、レディ
タイマーが満了した後の期間内では、第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データが監視される。この場合、レディタイマーが満了すると、RDRタイ
マーが満了していなくても、RDRタイマーを停止する必要がある。図2Bでは、レディタイ
マーが満了しても、RDRタイマーが満了していない場合について説明する。確かに、レデ
ィタイマーが満了すると、RDRタイマーが満了している可能性がある。図2Cに示すように
、レディタイマーもRDRタイマーも満了していない期間内では、第2のDRX監視サイクルを
用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視され、レディタイマーが満了して
いないがRDRタイマーが満了している期間内では、第3のDRX監視サイクルを用いてダウン
リンク・スケジューリング・データが監視され、レディタイマーが満了した後の期間内で
は、第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視され
る。
【００７４】
　第1のDRX監視サイクルは分単位または時間単位であり、第2のDRX監視サイクルおよび第
3のDRX監視サイクルはいずれもミリ秒単位または秒単位である。第2のDRX監視サイクルは
、第3のDRX監視サイクルと同じであってもよいし、異なっていてもよい。
【００７５】
　本発明は、S1アーキテクチャに適用されてもよく、RDRタイマーのみがS1アーキテクチ
ャで使用されてもよい。図2Dに示すように、RDRタイマーのシナリオでは、RDRタイマーが
満了していない期間内では、第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリ
ング・データが監視され、RDRタイマーが満了した後の期間内では、第1のDRX監視サイク
ルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視される。
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【００７６】
　レディタイマーは、端末とコアネットワークの両方によって維持されるタイマーである
ことに留意されたい。本明細書のコアネットワークは、サービングGPRSサポートノード（
SGSN）、GPRSを指すことができる。端末は、最後のアップリンクLLCデータパケットを送
信した後にレディタイマーを始動させ、コアネットワークは、最後のアップリンクLLCデ
ータパケットを受信した後にレディタイマーを始動させる。RDRタイマーは、端末と基地
局の両方によって設定されるタイマーである。端末側では、端末は、最後のアップリンク
MAC層データパケットを送信し、かつ基地局からのMAC層データパケットに対する正フィー
ドバック情報を受信した後に、RDRタイマーを始動させる。端末側のレディタイマーが満
了した後に、RDRタイマーが満了していない場合には、端末はRDRタイマーを停止し、端末
側で接続を解除する。基地局側では、基地局は、端末によって送信された最後のアップリ
ンクMAC層データパケットを受信し、かつMAC層データパケットに対する正フィードバック
情報を端末に送信した後に、RDRタイマーを始動させる。Gbアーキテクチャでは、基地局
がコアネットワークによって配信されたページングメッセージを受信した後に、RDRタイ
マーが満了しなければ、RDRタイマーが停止し、端末への接続が解除される。タイマーが
満了した場合には、基地局は端末への接続を解除する。S1アーキテクチャでは、RDRタイ
マーが満了した後に、基地局がコアネットワークへの接続解除要求を開始し、コアネット
ワークが端末へのS1接続を解除し、基地局が端末へのエアインターフェース接続を解除す
る。
【００７７】
　本発明の実施態様を添付の図面を参照して以下に詳細に説明する。本明細書に記載され
た実施形態は、単に本発明を記載し説明するために使用されており、本発明を限定するも
のではないことを理解されたい。また、本願の実施形態と各実施態様の特徴は、互いに矛
盾しない限り、相互に組み合わせてもよい。
【００７８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００７９】
　図3を参照すると、本発明の一実施形態において、ダウンリンク・スケジューリング・
データを監視する手順は以下の通りである。
【００８０】
　ステップ300：タイマーを始動させる。
【００８１】
　ステップ310：タイマーが満了したと決定された後に、第1のDRX監視サイクルを用いて
、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視する。
【００８２】
　第1のDRX監視サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【００８３】
　従来技術では、タイマーが満了した場合でも、継続時間が秒単位またはミリ秒単位であ
るDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データが監視され、した
がって、消費電力が比較的大きく、デバイスの省電力とダウンリンク・スケジューリング
・データのタイムリーな受信との間の関係をバランスすることができない。しかし、本発
明のこの実施形態では、タイマーが満了したと決定された後に、継続時間が分単位または
時間単位である第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データ
が監視され、そのようにして、電力消費が低減されるだけでなく、ダウンリンク・スケジ
ューリング・データも監視することができる。
【００８４】
　本発明のこの実施形態では、第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信され
たダウンリンク・スケジューリング・データを監視する複数の方法がある。例えば、以下
のいくつかの方法を使用することができる。アイドル状態のスケジューリング識別子また
は接続状態のスケジューリング識別子に従って第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局に
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よって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップ。
【００８５】
　Gbアーキテクチャの図2A、図2B、および図2Cに示される3つのシナリオでは、レディタ
イマーが満了した後に、すべての端末がアイドル状態に戻る。この場合、第1のDRX監視サ
イクルを用いて、基地局から送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視
するステップは、アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第1のDRX監視サイクル
を用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
るステップを含むことができる。
【００８６】
　S1アーキテクチャの図2Dに示すシナリオでは、RDRタイマーが満了した後に、端末は、
アイドル状態において長いスリープ状態に戻ってもよいし、または接続状態において長い
スリープ状態に留まってもよい。
【００８７】
　図2Dに示すシナリオでは、RDRタイマーが満了した後に、端末がアイドル状態において
長いスリープ状態に戻る場合には、第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局から送信され
たダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップは、アイドル状態のスケ
ジューリング識別子に従って第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信された
ダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを含むことができる。
【００８８】
　RDRタイマーが満了した後に、端末が接続状態において長いスリープ状態に戻る場合に
は、第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局から送信されたダウンリンク・スケジューリ
ング・データを監視するステップは、接続状態のスケジューリング識別子に従って第1のD
RX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・
データを監視するステップを含むことができる。
【００８９】
　本発明のこの実施形態では、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリン
グ・データが第1のDRX監視サイクルを用いて監視される前に、本方法は、以下の動作をさ
らに含む。
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第1のDRX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用するステップ、または、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第1のDRX監視サイクルにおける最小DRX監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと
、端末によってサポートされた第1のDRX監視サイクルと、を第1のDRX監視サイクルとして
使用するステップ、または、
　端末によって報告された第1のDRX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用する
ステップ。
【００９０】
　確かに、さらに、端末は、サポートされた第1のDRX監視サイクルをコアネットワークデ
バイスに送信することができる。
【００９１】
　本発明のこの実施形態では、ステップ300で説明したタイマーは、レディタイマー（Rea
dy Timer）のみを含むことができる。図2Aに示すように、レディタイマーは、端末がレデ
ィ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成される。すなわち、レ
ディタイマーが満了する前には、端末はレディ状態にあり、レディタイマーが満了した後
には、端末はスタンバイ状態にある。
【００９２】
　レディタイマーのみが含まれる場合には、タイマーを始動させるステップは、
　レディタイマーを始動させるステップを含むことができ、
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　タイマーが満了したことを決定するステップは、
　レディタイマーが満了したことを決定するステップを含むことができる。
【００９３】
　確かに、RDRタイマー（Timer）がさらに含まれてもよい。図2Bおよび図2Cに示すように
、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するよ
うに構成される。すなわち、RDRタイマーが満了していない場合には、端末は接続状態に
あり、RDRタイマーが満了した後に、端末は長いスリープ状態にある。長いスリープ状態
には、アイドル状態における長いスリープ状態または接続状態における長いスリープ状態
が含まれる。
【００９４】
　この場合、タイマーを始動させるステップは、
　レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるステップを含むことができ、レディタ
イマーの始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早い。
【００９５】
　レディタイマーおよびRDRタイマーの両方が含まれているが、タイマーが満了したこと
を決定するステップは、
　レディタイマーが満了したことを決定するステップを含むことができる。
【００９６】
　すなわち、レディタイマーとRDRタイマーの両方が含まれているが、レディタイマーが
満了した場合には、第1のDRX監視サイクルを使用して、基地局によって送信されたダウン
リンク・スケジューリング・データを監視することができる。この場合、レディタイマー
が満了してもRDRタイマーが満了していない場合には、RDRタイマーを停止する必要があり
、接続が解除される。
【００９７】
　上記では、タイマーがレディタイマーのみを含む場合、またはレディタイマーとRDRタ
イマーの両方を含む場合について説明した。しかしながら、実際のアプリケーションでは
、タイマーはRDRタイマーのみを含んでもよい。この場合、図2Dに示すS1アーキテクチャ
では、タイマーを始動させるステップは、
　RDRタイマーを始動させるステップを含むことができ、
　タイマーが満了したことを決定するステップは、
　RDRタイマーが満了したことを決定するステップを含むことができる。
【００９８】
　タイマーがRDRタイマーのみを含み、RDRタイマーが満了した後に接続状態において端末
が長いスリープ状態にある場合には、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュ
ーリング・データが第1のDRX監視サイクルを用いて監視される前に、本方法は、
　初期監視時点を決定するステップと、
　初期監視時点に従ってDRX監視時点を決定するステップと、をさらに含み、DRX監視時点
は、初期監視時点からN個の第1のDRX監視サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の
正の整数である。
【００９９】
　この場合、第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・
スケジューリング・データを監視する複数の方法がある。オプションとして、
　DRX監視時点において、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・
データを監視するステップを用いることができる。
【０１００】
　初期監視時点を決定する方法は複数ある。オプションとして、
　端末の識別子および第1のDRX監視サイクルに従って初期監視時点を決定するステップ、
または、
　初期監視時点としてDRDタイマーの終了時点を使用するステップを用いることができる
。
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【０１０１】
　上記では、タイマーが始動した後に、タイマーが満了したことが決定される場合につい
て説明した。確かに、タイマーが始動した後に、タイマーが満了しない場合が存在する。
以下では、タイマーが満了しない場合について説明する。
【０１０２】
　したがって、タイマーが開始した後に、本方法は、
　タイマーが満了していないと決定された場合には、第2のDRX監視サイクルを用いて、基
地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを
さらに含む。
【０１０３】
　第2のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【０１０４】
　すなわち、タイマーが満了した後には、第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局から送
信されたダウンリンク・スケジューリング・データが監視され、タイマーが満了する前に
は、第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局から送信されたダウンリンク・スケジューリ
ング・データが監視される。
【０１０５】
　基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データが第2のDRX監視サ
イクルを用いて監視される前に、本方法は、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第2のDRX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用するステップ、または、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第2のDRX監視サイクルにおける最小DRX監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと
、端末によってサポートされた第2のDRX監視サイクルと、を第2のDRX監視サイクルとして
使用するステップ、または
　端末によって報告された第2のDRX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用する
ステップをさらに含む。
【０１０６】
　確かに、タイマーが満了しないときは、3つの場合が存在する。例えば、タイマーはレ
ディタイマーのみを含むか、またはRDRタイマーのみを含むか、またはレディタイマーとR
DRタイマーの両方を含む。以下で、別々に説明する。
【０１０７】
　タイマーがレディタイマーのみを含む場合には、タイマーが満了していないことを決定
するステップは、
　レディタイマーが満了していないことを決定するステップを含むことができ、
　オプションとして、第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局から送信されたダウンリン
ク・スケジューリング・データを監視するステップは、
　アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて、基地
局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを含
むことができる。
【０１０８】
　あるいは、タイマーがRDRタイマーのみを含む場合には、タイマーが満了していないこ
とを決定するステップは、
　RDRタイマーが満了していないことを決定するステップを含むことができ、
　第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局から送信されたダウンリンク・スケジューリン
グ・データを監視するステップは、
　接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局に
よって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを含むこ
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とができる。
【０１０９】
　あるいは、タイマーがレディタイマーおよびRDRタイマーを含む場合には、タイマーを
始動させるステップは、
　レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるステップを含むことができ、レディタ
イマーの始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早く、
　タイマーが満了していないことを決定するステップは、
　レディタイマーが満了していないことを決定するステップを含むことができる。
【０１１０】
　しかし、レディタイマーが満了していないことが決定された場合には、RDRタイマーは
満了していてもよいし、満了していなくてもよい。レディタイマーが満了しておらず、RD
Rタイマーも満了していない場合には、第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって
送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップは、
　接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用いて、基地局に
よって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するステップを含むこ
とができる。
【０１１１】
　確かに、レディタイマーが満了せずにRDRタイマーが満了した場合には、アイドル状態
のスケジューリング識別子に従って第3のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信
されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視する必要がある。
【０１１２】
　第3のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【０１１３】
　第2のDRX監視サイクルは、第3のDRX監視サイクルと同じであってもよいし、異なってい
てもよいことに留意されたい。これは本明細書では限定されない。
【０１１４】
　本発明のこの実施形態では、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリン
グ・データが第3のDRX監視サイクルを用いて監視される前に、本方法は、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第3のDRX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルとして使用するステップ、または、
　ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信され、かつ基
地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信して、基地局によってサポート
された第3のDRX監視サイクルにおける最大DRXサイクルまたは最小DRXサイクルと、端末に
よってサポートされた第3のDRX監視サイクルと、を第3のDRX監視サイクルとして使用する
ステップ、または、
　端末によって報告された第3のDRX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルとして使用する
ステップをさらに含む。
【０１１５】
　本発明のこの実施形態では、タイマーを始動させる複数の方法がある。オプションとし
て、
　レディタイマーおよび／またはRDRタイマーを始動させるステップを用いることができ
、レディタイマーは、端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定する
ように構成され、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わるこ
とを決定するように構成される。
【０１１６】
　レディタイマーを始動させる複数の方法がある。オプションとして、
　最後のアップリンク論理リンク制御（LLC）データパケットが送信された場合にレディ
タイマーを始動させるステップを用いることができる。
【０１１７】
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　RDRタイマーを始動させる複数の方法がある。オプションとして、
　最後のアップリンクメディアアクセス制御（MAC）層データパケットに対する正フィー
ドバック情報が受信された場合にRDRタイマーを始動させるステップを用いることができ
る。
【０１１８】
　ダウンリンク・スケジューリング・データを監視する場合、例えば、ページング無線ネ
ットワーク一時識別子（P-RNTI）を監視する手段によって取得した後に、端末はP-RNTIが
示すページングリソースのページングレコードを読み出す。端末の識別子を含むページン
グレコードがある場合には、端末がページングされていることを示している。端末の識別
子を含むページングレコードがない場合には、端末がページングされていないことを示し
ている。
【０１１９】
　本発明のこの実施形態では、ダウンリンク・スケジューリング・データは、ダウンリン
クデータであるか、またはページングメッセージであってもよく、確かに、別の形態であ
ってもよい。これは本明細書では限定されない。
【０１２０】
　本発明のこの実施形態では、第1のDRX監視サイクルを用いて基地局によって送信された
ダウンリンク・スケジューリング・データが監視される前に、本方法は、
　基地局にアクセス要求を送信するステップと、
　アクセス要求に従って基地局によって割り当てられたリソース構成情報を受信するステ
ップと、
　リソース構成情報に従って基地局とコアネットワークとの間でデータを送信するステッ
プと、をさらに含む。
【０１２１】
　接続状態のスケジューリング識別子は、多くの形態であり、オプションとして、TBF（T
emporary Block Flow、一時ブロックフロー）であってもよいし、C-RNTI（Cell Radio Ne
twork Temporary Identifier、セル無線ネットワーク一時識別子）であってもよい。
【０１２２】
　アイドル状態のスケジューリング識別子は、多くの形態であり、オプションとして、ア
イドル状態のUE専用スケジューリング識別子、例えば、一時論理リンク識別子（TLLI）、
SAE一時モバイル加入者識別（S-TMSI）システム・アーキテクチャ・エボリューション（S
AE）、PS一時モバイル加入者識別（P-TMSI）切り替えられたパケット（PS）、国際移動体
加入者識別（IMSI）、またはIMSI mod N、またはアイドル状態の共通スケジューリング識
別子、例えばページング無線ネットワーク一時識別子（P-RNTI）であってもよい。
【０１２３】
　図4を参照すると、本発明の一実施形態において、ダウンリンク・スケジューリング・
データを送信する手順は次の通りである。
【０１２４】
　ステップ400：コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・ス
ケジューリング・データを受信する。
【０１２５】
　ステップ410：端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング
・データを監視することが決定された場合、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・
スケジューリング・データを端末に送信する。
【０１２６】
　第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【０１２７】
　本発明のこの実施形態では、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データを監視することを決定する方法は複数ある。オプションとして、
　ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる第1のDRX監視サイクルに従って、
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端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定するステップ、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがページングメッセージであると決定された
場合に、第1のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データ
を監視することを決定するステップを用いることができる。
【０１２８】
　すなわち、ダウンリンク・スケジューリング・データが第1のDRX監視サイクルを直接運
ぶ場合には、第1のDRX監視サイクルに従って、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウ
ンリンク・スケジューリング・データを監視することを直接決定することができる。ダウ
ンリンク・スケジューリング・データが第1のDRX監視サイクルを運ばない場合には、ダウ
ンリンク・スケジューリング・データのタイプを決定することができる。ダウンリンク・
スケジューリング・データのタイプがページングメッセージである場合には、第1のDRX監
視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データを監視することが決
定される。
【０１２９】
　上記の2つの場合は、Gbアーキテクチャにおける図2A、図2B、図2Cに示すシナリオに適
用され、RDRタイマーが満了した後に、端末がアイドル状態にある、図2Dに示すシナリオ
にも適用される。
【０１３０】
　確かに、RDRタイマーが満了すると、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリン
ク・スケジューリング・データを監視することが決定されてもよい。
【０１３１】
　S1アーキテクチャのRDRタイマーが満了した後に、端末が接続状態で長いスリープ状態
にある場合に、第1のDRX監視サイクルをダウンリンク・スケジューリング・データに追加
することによって、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリン
グ・データを監視することが決定されてもよいし、または、
　RDRタイマーが満了したことを決定することによって、端末が第1のDRX監視サイクルを
用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視することが決定されてもよい。
【０１３２】
　したがって、本発明のこの実施形態では、ダウンリンク・スケジューリング・データが
第1の送信サイクルを用いて端末に送信される前に、本方法は、
　端末によって送信された最後のアップリンクMAC層データパケットを受信するステップ
と、
　最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情報を端末に送信し、RDR
タイマーを始動させるステップと、をさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から
長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１３３】
　端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視するために、
　RDRタイマーが満了したと決定された場合に、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダ
ウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップを用いること
ができる。
【０１３４】
　本発明のこの実施形態では、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリ
ング・データが端末に送信される前に、本方法は、
　第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信するステップ、または、
　基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専
用シグナリング方式で端末に送信するステップ、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ



(27) JP 6510076 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

た第1のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するステップをさらに含む。
【０１３５】
　本発明のこの実施形態では、ダウンリンク・スケジューリング・データが第1の送信サ
イクルを用いて端末に送信される前に、本方法は、
　初期送信時点を決定するステップと、
　初期送信時点に従ってDRX送信時点を決定するステップであって、DRX送信時点は、初期
送信時点からN個の第1の送信サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の正の整数であ
る、ステップと、
　ダウンリンク・スケジューリング・データをDRX送信時点において送信するステップと
、をさらに含む。
【０１３６】
　本発明のこの実施形態では、初期送信時点を決定する複数の方法がある。オプションと
して、
　端末の識別子および第1の送信サイクルに従って初期送信時点を決定するステップ、ま
たは、
　初期送信時点としてDRDタイマーの終了時点を使用するステップを用いることができ、R
DRタイマーは、端末が接続状態からアイドル状態に切り替わることを決定するように構成
される。
【０１３７】
　上述したDRX送信時点を決定する方法は、S1アーキテクチャでRDRタイマーが満了した場
合に、端末が接続状態で長いスリープ状態に留まっている場合に適用される。
【０１３８】
　以上の説明では、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリン
グ・データを監視することが決定される。確かに、端末は、第2のDRX監視サイクルを用い
てダウンリンク・スケジューリング・データを監視することができる。この場合、基地局
は、第2のDRX監視サイクルに対応する第2の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジ
ューリング・データを送信する必要がある。したがって、本発明のこの実施形態では、第
1の間欠受信DRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データを
監視することが決定される前に、本方法は、
　端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定し、第2の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・デー
タを端末に送信するステップをさらに含む。
【０１３９】
　第2の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【０１４０】
　本発明のこの実施形態では、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データを監視することを決定する方法は複数ある。オプションとして、
　ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる第2のDRX監視サイクルに従って、
端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定するステップ、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであると決定された場
合に、第2のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データを
監視することを決定するステップを用いることができる。
【０１４１】
　確かに、図2Bおよび図2Cに示すシナリオでは、ダウンリンク・スケジューリング・デー
タがダウンリンクデータである場合に、端末は、第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリ
ンク・スケジューリング・データを監視しなくてもよい。さらに、RDRタイマーが起動し
て満了していない場合には、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジ
ューリング・データを監視することが決定される。したがって、本発明のこの実施形態で
は、ダウンリンク・スケジューリング・データが第2の送信サイクルを用いて端末に送信
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される前に、本方法は、
　端末によって送信された最後のアップリンクMAC層データパケットを受信するステップ
と、
　最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を端末に送信
し、RDRタイマーを始動させるステップと、をさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続状
態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定するステップは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していないと決定された場合に、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウン
リンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップを含む。
【０１４２】
　本発明のこの実施形態では、第2の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリ
ング・データが端末に送信される前に、本方法は、
　第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信するステップ、または、
　基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専
用シグナリング方式で端末に送信するステップ、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第2のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するステップをさらに含む。
【０１４３】
　図2Cでは、レディタイマーが満了せずにRDRタイマーが満了する期間内に、端末は第3の
DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視する。したが
って、本発明のこの実施形態では、第1の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジュ
ーリング・データが端末に送信される前に、本方法は、
　端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することが決定された場合に、第3の送信サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリ
ング・データを端末に送信するステップをさらに含む。
【０１４４】
　第3の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒の範囲から秒の範囲である。
【０１４５】
　本発明のこの実施形態では、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データを監視することが決定される前に、本方法は、
　端末によって送信された最後のアップリンクMAC層データパケットを受信するステップ
と、
　最後のアップリンクMAC層データパケットに対する正フィードバック情報を端末に送信
し、RDRタイマーを始動させるステップと、をさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続状
態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成され、
　端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定するステップは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していると決定された場合に、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリ
ンク・スケジューリング・データを監視することを決定するステップを含む。
【０１４６】
　本発明のこの実施形態では、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データを監視することが決定される前に、本方法は、
　第3のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送
信するステップ、および／または、
　第3のDRX監視サイクルを論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態でコアネ
ットワークデバイスに送信するステップをさらに含む。
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【０１４７】
　第3の送信サイクルは、第2の送信サイクルと同じであってもよいし、異なっていてもよ
いことに留意されたい。これは本明細書では限定されない。
【０１４８】
　本発明のこの実施形態では、基地局によって端末に送信される第1のDRX監視サイクル、
第2のDRX監視サイクル、および第3のDRX監視サイクルは、基地局によって決定されてもよ
いし、コアネットワークによって送信されてもよい。確かに、別の方法が用いられてもよ
く、これは本明細書では限定されない。
【０１４９】
　図5Aを参照すると、本発明の一実施形態における端末の概略図が提供される。端末は、
始動部50と、決定部51と、監視部52と、を含む。
【０１５０】
　始動部50は、タイマーを始動させるように構成される。
【０１５１】
　決定部51は、タイマーが満了したことを決定するように構成される。
【０１５２】
　監視部52は、タイマーが満了したことを決定部51が決定した後に、第1の間欠受信DRX監
視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・デー
タを監視するように構成される。
【０１５３】
　第1のDRX監視サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【０１５４】
　オプションとして、監視部52は、
　アイドル状態のスケジューリング識別子または接続状態のスケジューリング識別子に従
って第1のDRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視するように構成される。
【０１５５】
　端末は、受信部53をさらに含む。受信部53は、ブロードキャスト方式または専用シグナ
リング方式で基地局によって送信され、かつ基地局によってサポートされた第1のDRX監視
サイクルを受信するように構成され、決定部51は、基地局によってサポートされた第1のD
RX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　受信部53は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信
され、かつ基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルを受信するように構成さ
れ、決定部51は、基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルにおける最小DRX
監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと、端末によってサポートされた第1のDRX監視
サイクルを第1のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　決定部51は、端末によって報告された第1のDRX監視サイクルを第1のDRX監視サイクルと
して使用するようにさらに構成される。
【０１５６】
　オプションとして、タイマーは、レディタイマー（Ready Timer）を含み、レディタイ
マーは、端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成さ
れる。
【０１５７】
　タイマーは、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーをさらに含み、RDRタイマーは
、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１５８】
　始動部50は、レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるように構成され、レディ
タイマーの始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早い。
【０１５９】
　決定部51は、レディタイマーが満了したことを決定するように構成される。
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【０１６０】
　オプションとして、タイマーは、RDRタイマーを含み、RDRタイマーは、端末が接続状態
から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１６１】
　決定部51は、初期監視時点を決定し、
　初期監視時点に従ってDRX監視時点を決定するようにさらに構成され、DRX監視時点は、
初期監視時点からN個の第1のDRX監視サイクルの距離にある時点であり、Nは0以上の正の
整数である。
【０１６２】
　監視部52は、DRX監視時点において、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジ
ューリング・データを監視するように構成される。
【０１６３】
　オプションとして、決定部51が初期監視時点を決定することは、
　端末の識別子および第1のDRX監視サイクルに従って初期監視時点を決定すること、また
は、
　初期監視時点としてDRDタイマーの終了時点を使用することである。
【０１６４】
　決定部51は、タイマーが満了していないことを決定するようにさらに構成される。
【０１６５】
　監視部52は、タイマーが満了していないと決定部51が決定した場合には、第2のDRX監視
サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データ
を監視するようにさらに構成される。
【０１６６】
　第2のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【０１６７】
　端末は、受信部53をさらに含む。受信部53は、ブロードキャスト方式または専用シグナ
リング方式で基地局によって送信され、かつ基地局によってサポートされた第2のDRX監視
サイクルを受信するように構成され、決定部51は、基地局によってサポートされた第2のD
RX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　受信部53は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信
され、かつ基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルを受信するようにさらに
構成され、決定部51は、基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルにおける最
小DRX監視サイクルまたは最大DRX監視サイクルと、端末によってサポートされた第2のDRX
監視サイクルを第2のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　決定部51は、端末によって報告された第2のDRX監視サイクルを第2のDRX監視サイクルと
して使用するようにさらに構成される。
【０１６８】
　オプションとして、タイマーは、レディタイマーを含み、レディタイマーは、端末がレ
ディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１６９】
　監視部52は、アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを
用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視する
ように構成される。
【０１７０】
　オプションとして、タイマーは、RDRタイマーを含み、RDRタイマーは、端末が接続状態
から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１７１】
　監視部52は、接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用い
て、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するよう
に構成される。
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【０１７２】
　オプションとして、タイマーは、レディタイマーおよびRDRタイマーを含み、レディタ
イマーは、端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替わることを決定するように構成
され、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定す
るように構成される。
【０１７３】
　始動部50は、レディタイマーおよびRDRタイマーを始動させるように構成され、レディ
タイマーの始動時刻は、RDRタイマーの始動時刻よりも早い。
【０１７４】
　タイマーが満了していないことを決定部51が決定することは、
　レディタイマーが満了していないことを決定することである。
【０１７５】
　決定部51は、RDRタイマーが満了していないことを決定するようにさらに構成される。
【０１７６】
　監視部52は、接続状態のスケジューリング識別子に従って第2のDRX監視サイクルを用い
て、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視するよう
に構成される。
【０１７７】
　決定部51は、RDRタイマーが満了したことを決定するようにさらに構成される。
【０１７８】
　監視部52は、アイドル状態のスケジューリング識別子に従って第3のDRX監視サイクルを
用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリング・データを監視する
ようにさらに構成される。
【０１７９】
　第3のDRX監視サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【０１８０】
　端末は、受信部53をさらに含む。受信部53は、ブロードキャスト方式または専用シグナ
リング方式で基地局によって送信され、かつ基地局によってサポートされた第3のDRX監視
サイクルを受信するように構成され、決定部51は、基地局によってサポートされた第3のD
RX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　受信部53は、ブロードキャスト方式または専用シグナリング方式で基地局によって送信
され、かつ基地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルを受信するようにさらに
構成され、決定部51は、基地局によってサポートされた第3のDRX監視サイクルにおける最
大DRXサイクルまたは最小DRXサイクルと、端末によってサポートされた第3のDRX監視サイ
クルと、を第3のDRX監視サイクルとして使用するようにさらに構成され、または、
　決定部51は、端末によって報告された第3のDRX監視サイクルを第3のDRX監視サイクルと
して使用するようにさらに構成される。
【０１８１】
　オプションとして、始動部50は、レディタイマーおよび／またはRDRタイマーを始動さ
せるように構成され、レディタイマーは、端末がレディ状態からスタンバイ状態に切り替
わることを決定するように構成され、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ
状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１８２】
　オプションとして、始動部50がレディタイマーを始動させることは、
　最後のアップリンク論理リンク制御LLCデータパケットが送信された場合にレディタイ
マーを始動させることであり、
　始動部50がRDRタイマーを始動させることは、
　最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MAC層データパケットに対する正フィー
ドバック情報が受信された場合にRDRタイマーを始動させることである。
【０１８３】
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　図5Bを参照すると、本発明の一実施形態における端末の概略図が提供される。端末は、
プロセッサ500および受信機510を含む。
【０１８４】
　プロセッサ500は、タイマーを始動させるように構成される。
【０１８５】
　プロセッサ500は、タイマーが満了したことを決定するようにさらに構成される。
【０１８６】
　受信機510は、タイマーが満了したことをプロセッサ500が決定した後に、第1の間欠受
信DRX監視サイクルを用いて、基地局によって送信されたダウンリンク・スケジューリン
グ・データを監視するように構成される。
【０１８７】
　第1のDRX監視サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【０１８８】
　プロセッサ500は、図5Aに示されている始動部50および決定部51によって実行される他
の動作をさらに実行することができ、受信機510は、図5Aに示されている監視部52および
受信部53によって実行される他の動作をさらに実行することができる。
【０１８９】
　図6Aを参照すると、本発明の一実施形態における基地局の概略図が提供される。基地局
は、受信部60と、決定部61と、送信部62と、を含む。
【０１９０】
　受信部60は、コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・スケ
ジューリング・データを受信するように構成される。
【０１９１】
　決定部61は、端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを決定するように構成される。
【０１９２】
　送信部62は、端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジュー
リング・データを監視することを決定部61が決定した場合に、第1の送信サイクルを用い
てダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信するように構成される。
【０１９３】
　第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【０１９４】
　オプションとして、決定部61は、ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる
第1のDRX監視サイクルに従って、端末が第1のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・ス
ケジューリング・データを監視することを決定するように構成され、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがページングメッセージであると決定された
場合に、第1のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データ
を監視することを決定するように構成される。
【０１９５】
　受信部60は、端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MA
C層データパケットを受信するようにさらに構成される。
【０１９６】
　送信部62は、最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情報を端末
に送信するようにさらに構成される。
【０１９７】
　基地局は、送信部62が最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情
報を端末に送信する場合に、縮小ダウンリンク制御信号受信RDRタイマーを始動させるよ
うに構成された始動部63をさらに含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリー
プ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０１９８】
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　決定部61は、RDRタイマーが満了したと決定した場合に、端末が第1のDRX監視サイクル
を用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視することを決定するように構成
される。
【０１９９】
　送信部62は、第1のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方
式で端末に送信し、または、基地局によってサポートされた第1のDRX監視サイクルをブロ
ードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送信し、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第1のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するようにさらに構成される
。
【０２００】
　決定部61は、初期送信時点を決定し、初期送信時点に従ってDRX送信時点を決定するよ
うにさらに構成され、DRX送信時点は、初期送信時点からN個の第1の送信サイクルの距離
にある時点であり、Nは0以上の正の整数である。
【０２０１】
　送信部62は、DRX送信時点においてダウンリンク・スケジューリング・データを送信す
るように構成される。
【０２０２】
　オプションとして、決定部61が初期送信時点を決定することは、
　端末の識別子と第1の送信サイクルとに従って初期送信時点を決定すること、または、
　初期送信時点としてDRDタイマーの終了時点を使用することであり、RDRタイマーは、端
末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定するように構成される。
【０２０３】
　決定部61は、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・
データを監視することを決定するようにさらに構成される。
【０２０４】
　送信部62は、第2の送信サイクルを使用してダウンリンク・スケジューリング・データ
を端末に送信するようにさらに構成される。
【０２０５】
　第2の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒単位または秒単位である。
【０２０６】
　オプションとして、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリ
ング・データを監視することを決定部61が決定することは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データで運ばれる第2のDRX監視サイクルに従って、
端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視す
ることを決定すること、または、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであると決定された場
合に、第2のDRX監視サイクルを用いて端末がダウンリンク・スケジューリング・データを
監視することを決定することである。
【０２０７】
　受信部60は、端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MA
C層データパケットを受信するようにさらに構成される。
【０２０８】
　送信部62は、最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情報を端末
に送信するようにさらに構成される。
【０２０９】
　基地局は、送信部62が最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情
報を端末に送信する場合に、RDRタイマーを始動させるように構成された始動部63をさら
に含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定
するように構成される。
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【０２１０】
　端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定部61が決定することは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していないと決定された場合に、端末が第2のDRX監視サイクルを用いてダウン
リンク・スケジューリング・データを監視することを決定することである。
【０２１１】
　送信部62は、第2のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方
式で端末に送信し、または、基地局によってサポートされた第2のDRX監視サイクルをブロ
ードキャスト方式または専用シグナリング方式で端末に送信し、および／または、
　論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態で、基地局によってサポートされ
た第2のDRX監視サイクルをコアネットワークデバイスに送信するようにさらに構成される
。
【０２１２】
　決定部61は、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・
データを監視することを決定するようにさらに構成される。
【０２１３】
　送信部62は、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・
データを監視することを決定部61が決定した場合に、第3の送信サイクルを用いてダウン
リンク・スケジューリング・データを端末に送信するようにさらに構成される。
【０２１４】
　第3の送信サイクルの継続時間は、ミリ秒の範囲から秒の範囲である。
【０２１５】
　受信部60は、端末によって送信された最後のアップリンク・メディア・アクセス制御MA
C層データパケットを受信するようにさらに構成される。
【０２１６】
　送信部62は、最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情報を端末
に送信するようにさらに構成される。
【０２１７】
　基地局は、送信部62が最後のアップリンクMAC層データパケットの正フィードバック情
報を端末に送信する場合に、RDRタイマーを始動させるように構成された始動部63をさら
に含み、RDRタイマーは、端末が接続状態から長いスリープ状態に切り替わることを決定
するように構成される。
【０２１８】
　端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジューリング・データを監視
することを決定部61が決定することは、
　ダウンリンク・スケジューリング・データがダウンリンクデータであり、かつRDRタイ
マーが満了していると決定した場合に、端末が第3のDRX監視サイクルを用いてダウンリン
ク・スケジューリング・データを監視することを決定することである。
【０２１９】
　送信部62は、第3のDRX監視サイクルをブロードキャスト方式または専用シグナリング方
式で端末に送信し、および／または、
　第3のDRX監視サイクルを論理リンク制御層においてアップリンクデータの形態でコアネ
ットワークデバイスに送信するようにさらに構成される。
【０２２０】
　図6Bを参照すると、本発明の一実施形態における基地局の概略図が提供される。基地局
は、受信機600と、プロセッサ610と、送信機620と、を含む。
【０２２１】
　受信機600は、コアネットワークデバイスによって端末に送信されたダウンリンク・ス
ケジューリング・データを受信するように構成される。
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【０２２２】
　プロセッサ610は、端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケ
ジューリング・データを監視することを決定するように構成される。
【０２２３】
　送信機620は、端末が第1の間欠受信DRX監視サイクルを用いてダウンリンク・スケジュ
ーリング・データを監視することをプロセッサ610が決定した場合に、第1の送信サイクル
を用いてダウンリンク・スケジューリング・データを端末に送信するように構成される。
【０２２４】
　第1の送信サイクルの継続時間は、分単位または時間単位である。
【０２２５】
　受信機600は、図6Aに示す受信部60によって実行される他の動作をさらに実行すること
ができ、プロセッサ610は、図6Aに示す決定部61および始動部63によって実行される他の
動作をさらに実行することができ、送信機620は、図6Aに示す送信部62によって実行され
る他の動作をさらに実行することができる。
【０２２６】
　本発明は、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、およびコンピュータプロ
グラム製品のフローチャートおよび／またはブロック図を参照して説明されている。コン
ピュータプログラム命令を使用して、フローチャートおよび／またはブロック図における
各プロセスおよび／または各ブロック、ならびにフローチャートおよび／またはブロック
図におけるプロセスおよび／またはブロックの組み合わせを実施することができることを
理解されたい。これらのコンピュータプログラム命令は、機械を生成するために、汎用コ
ンピュータ、専用コンピュータ、組み込みプロセッサ、または任意の他のプログラム可能
なデータ処理装置のプロセッサに提供することができ、その結果、コンピュータまたは任
意の他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、フローチャート内の1つもし
くは複数のプロセスおよび／またはブロック図の1つもしくは複数のブロックの特定の機
能を実現するための装置を生成する。
【０２２７】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能
なデータ処理装置が特定の仕方で動作するように命令することができるコンピュータ可読
メモリに格納することができ、コンピュータ可読メモリに格納された命令が命令装置を含
むアーティファクトを生成する。命令装置は、フローチャートの1つもしくは複数のプロ
セスおよび／またはブロック図の1つもしくは複数のブロックの特定の機能を実現する。
【０２２８】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは別のプログラム可能
なデータ処理装置にロードすることができ、コンピュータまたは別のプログラム可能な装
置上で一連の動作およびステップが実行され、それによってコンピュータにより実行され
る処理が生成される。したがって、コンピュータまたは別のプログラム可能な装置上で実
行される命令は、フローチャートの1つもしくは複数のプロセスおよび／またはブロック
図の1つもしくは複数のブロックの特定の機能を実現するステップを提供する。
【０２２９】
　本発明のいくつかの実施形態について説明したが、当業者は基本的な発明概念を学ぶと
これらの実施形態を変更および修正を行うことができる。したがって、添付の特許請求の
範囲は、実施形態ならびに本発明の範囲内にあるすべての変更および修正を包含すると解
釈することが意図されている。
【０２３０】
　明らかに、当業者は、本発明の実施形態の趣旨および範囲から逸脱することなく、本発
明の実施形態に対して様々な修正および変形を行うことができる。本発明は、添付の特許
請求の範囲およびそれらと等価な技術によって規定される保護の範囲内に入るという条件
で、これらの修正および変形を包含することが意図されている。
【符号の説明】
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【０２３１】
　　50　始動部
　　51　決定部
　　52　監視部
　　53　受信部
　　60　受信部
　　61　決定部
　　62　送信部
　　63　始動部
　　500　プロセッサ
　　510　受信機
　　600　受信機
　　610　プロセッサ
　　620　送信機

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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